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【訂正とお詫び】 

前号 NO.5 でご紹介した絵本、『はせがわくんきら

いや』の作者の名前が違っていました。正しくは

「長谷川集平
、、

」のところ「修平
、、

」と誤記してしまい

ました。お詫びして訂正いたします。 

【「憲章」反対陳情裁判（第 3 回）のお知らせ】 

日時：6 月 18 日（金）1３時３０分 

東京地方裁判所立川支部（ラウンドテーブル法廷の予定） 

※民事１部書記官室（５階）にお集まりください。 

（傍聴参加者は、15 分前に 5 階待合室集合） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

みなさん方の中に 

自衛隊に入りたい人はいませんか 

ひとはたあげたい人はいませんか 

自衛隊じゃ 人材もとめてます 

 

自衛隊に入ろう 入ろう 入ろう 

自衛隊に入れば この世は天国 

男の中の男はみんな 

自衛隊に入って 花と散る 

 

スポーツをやりたい人いたら 

いつでも 自衛隊におこし下さい 

槍でも鉄砲でも 何でもありますよ 

とにかく 体が資本です 

 

自衛隊に入ろう 入ろう 入ろう 

自衛隊に入れば この世は天国 

男の中の男はみんな 

自衛隊に入って 花と散る 

 

日本の平和を守るためにゃ 

鉄砲やロケットがいりますよ 

アメリカさんにも手伝ってもらい 

悪い ソ連や中国をやっつけましょう 

 

自衛隊に入ろう 入ろう 入ろう 

自衛隊に入れば この世は天国 

男の中の男はみんな 

自衛隊に入って 花と散る 

 

自衛隊じゃ 人材もとめてます 

年齢 学歴はといません 

祖国のためなら どこまでも 

素直な人をもとめます 

 

自衛隊に入ろう 入ろう 入ろう 

自衛隊に入れば この世は天国 

男の中の男はみんな 

自衛隊に入って 花と散る 

右の歌は、表紙「漣」の制作者高田渡（故人）が５０年

以上も前に歌ってヒットした「自衛隊に入ろう」という

フォークソングだ。 

これをパロディーや反語的にとらえることは、今でも可

能だろうか？ 

その当時ですら、真剣に怒っていた「革新」派の人たち

の存在や、自衛隊からマジで宣伝に使いたいという申し

出があったとも聞く。 

 

徴兵制がある韓国や台湾では日常的なようだが、軍隊を

舞台としたドラマが日本でも茶の間に登場し始めた。 

「自衛隊」と言われる軍隊は、海外にも出ていくし、他

国の防衛のためにも闘う。 

武器の輸出入はしほうだい、「防衛」のためには先制攻撃

も辞さない。 

日本はそんな「平和国家」になってしまった。 

 

体制側はやりたい放題だ。 

無言でそれを支持する多くの人たちがいる。 

憲法はあって無きものとされている。 

現状はここまで来ている。 

 

これに対して、憲法を守れというのは正しい。 

選挙に行って意思表示、 

それ自体としては間違ってはいない。 

ずっと叫ばれてきたスローガンだ。 

だが現状はここまで来ている。 

 

「正しい」主張をすることに自足してはいないか、 

内輪の盛り上がりになってはいないか、 

無言の現状支持層に言葉は届いているか、 

 

プロテクトとしてのフォークソングは、ショーとして聴

くものではなく、仲間とカラオケで歌うものでもない。 

ひとに求めず、求められず、内的必然だけを頼りに 

権威、権力に抗して、街で、職場で、地域で歌われるべ

きものだ。 

同時代、一世を風靡した「友よ」というフォークソング

があった。だが、いつしか「現場」では歌われなくなっ

た。 

その詞に潜む啓蒙的なニオイが嗅ぎつけられたからでは

ないかと、今では思っている。 

 ② 



 

 

 ５月２３日に前中央公民館長（2021 年 4 月でそれまでの中央公民館長は異動したので、このように

表記する）より再弁明書が届く。こちらも次の週には再反論書を提出した。 

 審査請求を扱う部署である文書課は、独自の取り扱いマニュアルを持たず、総務省の「審査請求事務

取扱マニュアル」に従って事務連絡を進めている。それによると弁明書・反論書の提出期限は、事務連

絡してから２～３週間となっている。東大和市ではこれを３週間と決め、対象者に連絡をしている。迅

速処理を旨とする審査請求において、それで本当にいいのかと疑いたくなる。 

 2 月 26 日に審査請求を提出してからすでに３カ月以上が経っている。更に再々弁明書、そして再々

反論書と続くとなると、いつ終わるのかも見通せない。早く意見陳述に持ち込みたい。 

このことに限らず、東大和市の審査請求の進め方にはいくつもの疑問がある。おおもとの行政不服審

査法にしても問題なしというわけではないのだが、このことについては落ち着いた段階で改めて報告し

たい。 

前館長による再弁明書とこちらの再反論書を掲載します。再弁明書については言いたいことも多い

が、それは再反論書にも書いてあるので、そちらを読んでいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

中央公民館長によるチラシ配置拒否事件 

―再弁明書と再反論書― 
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⑨ 

「第 2回裁判ごっこ」チラシ配置について（前編） 
 

【配置拒否ではないけれど】 

チラシ配置拒否事件以降、チラシ等の受付度口では、「検討させてください」といわれることが多くなっ

た。以前は時間をかけずとも、すぐに配置の手続きを進めたくれたものだ。東大和市を相手どっての裁判

や、行政不服審査請求と直接関係するか否かは判然とはしない。 

このような傾向は教育委員会所管の施設（公民館・図書館等）、市役所所管の施設（市役所ロビー・市民

センター・集会所・地区会館）等を問わず顕著です。勘繰れば、公民館での「から騒ぎ」が波及して、市

当局も警戒しだしたということなのかもしれない。 

もちろんチラシ 1 枚などすぐに内容確認できるはずのもので、そのたびに抗議と即断での受領要求はし

ている。しかしそれで応じるところ、頑強に抵抗するところなどさまざま。 

【法的な根拠】 

今回のチラシ配置拒否事件を通して疑問に思ったことなのだが、そもそも東大和市の中央公民館長の判

断が、他の施設に及ぶという法的根拠がどこにあるのかということである。 

公民館の設置や運営は、社会教育法や公民館条例、公民館条例施行規則、ならびに公民館事務取扱基準

にのっとってなされる。中央公民館長の許可権限もこれらの法律・法規に従って与えられている。とする

なら、中央公民館長の権限が及ぶ範囲は、中央公民館と地区公民館までであり、図書館や市役所関係の施

設に関しては含まれないと考えるのが順当である。 

中央公民館長の判断に準じて他の施設が対応するなら、それはあくまでも「援用」という扱いになるだ

ろう。そのさいによく引き合いに出されるのが、「全庁的対応」という言葉だ。「全庁的対応」が必要であ

るかどうかはともかく、もしそうするなら、全庁的対応基準を定めるべきだろう。それをせずに、中央公

民館長の判断に「右へ倣え」をするのは職務怠慢ですらあるだろう。 
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【意趣返し？】 

新型コロナが広始め、第１回目の緊急事態宣言が出されたころ、集会チラシに感染防止のための注意書 

き（事前連絡・体調確認・マスク着用など）が求められたことがある（それは今も継続している）。そのこ

ろ、公民館窓口でもまだその呼びかけが徹底しておらず、こちらも記載しないまま配布枚数を仕分けし、

各窓口に持ち込んだことがある。 

中央公民館を除く他の施設の窓口にはすでに配布依頼し、中には申請書まで出したところもあり、市の

交換便で各施設に配るまでになっていた。中央公民館も最後にはなってしまったが、いったんは受け取っ

てもらえた。しかしその後、中央公民館長からこのままではだめだという連絡があり、公民館は言わずも

がな、それ以外の施設に関しても、すべての施設で配布にストップがかけられた。中央公民館長が他の部

署まで回って（連絡して？）ストップをかけたということがわかり、越権行為だと、強硬に抗議したこと

がある。今回の件が、まさかその意趣返しではないと思いたいが、どうであろう。 

感染対策の記入はあくまでも任意であるはず。少なくとも法的な裏付けのある規制ではない。言ってみ

れば「お願い」レベルのことである。丁寧に話してくれれば理解できないわけでもない。もし未記入であ

ろうとも、事情を説明し、参加者に同様の対応をとらせればすむ話である。それをしゃくし定規に守り、

本人に連絡もしないまま、一方的に回収し、しかも越権にあたることまでするなど今後同断、けして容認

することはできない。 

【いずれはあなたも……】 

 話は飛んでしまったが、このような事例は私に対してだけではないようだ。何人かの方に話を聞いたの

だが、すべてのチラシ配置依頼者にこのような対応をしているわけではなさそう。特定の人（いわば「要

注意人物」）や内容に絞っているようだ。 

中央公民館でチラシ配置拒否をされた以外は、これまでのところ結果的には配架してもらっているが、

このことはほっておいていいはずがない。今のところは一部の者、内容に限られても、これが他に及ばな

いという保証はない。 

火はボヤのうちに消しておかないと大火事になる。続編にも書いたが、今後、国民投票法改定案が成立

し、憲法改定論議が話題に上ってくると「政治的」などの理由で、市民のチラシなどにも規制がかけられ

る恐れもある。警戒すべきことだ。 

「第 2回裁判ごっこ」チラシ配置について（続編） 
―15 日から 22 日までのこと― 

 

「前編」で書いたようなことの具体例として、以下のようなことがあった。今後の役に立つかもしれな

いので、参考までにそのドタバタ劇を記しておく。 

【１５日のこと】 

第 2 回「裁判ごっこ」の案内チラシは、5 月 19 日（水）の午前中に印刷、仕分けして昼までにはすべて

の窓口に配った。秘書広報課を除くすべての窓口で受領してもらったので、すでに各館・会館・集会所・

図書館などにすでに配置されているものと思い込んでいた。 

秘書広報課については、受領はしたが検討したいとのことだったので（担当の広報係長は会議中だった

が、その時は一時顔を見せた）、チラシは預けたままだった。係長には連絡をよこすよう伝え、その場を辞

した。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 

【21 日のこと―秘書広報課で―】 

秘書広報課からいつまでたっても連絡がないので、21 日（金）午後、こちらから出向いた。 

係長によれは、いま全庁的に検討中だという。そんなはずはない、他の窓口ではすべて受領したので、す

でに配られているはずだと反論。 

それにしても電話一本ぐらいなぜよこさなかったと問い詰めると、（こちらが連絡するように伝えたこ

とは承知していたらしいが、）「私は連絡することは約束しなかった」とのたまう。そして平然としている。

空いた口がふさがらないとはこのことだ。そんなことは言われなくともするのが社会常識だろーが！ 

まるで子供の言い訳だ。こんな輩は、民間の会社だったら絶対に務まりっこない。個人的な資質の問題

なのか、それとも市役所職員全体のレベルがここまで退化してしまったのか、あきれてものも言えない。 

かといって、このままものを言わないわけにはいかないので、係長と地域振興課まで同行した。 

【21 日のこと―地域振興課で―】 

驚いたことに、広報係長の言っていたことは事実だった。ここでもまた、なぜ電話一本よこさなかった

のかと地域振興課長に抗議。この調子では公民館・図書館も同じである可能性が高い。 

地域振興課から中央公民館に電話してもらい、館長が地域振興課に来ることになった。 

図書館には自分の携帯で電話する。やはり未配置であることを確認。「右へ倣え」の横の連絡だけは迅

速だ。 

なぜ連絡してこなかったと抗議しても、事の重大さが理解できなかったのか、なぜ怒っているのかとい

う態度。「誤りもしないのか！」と口に出したら、不承不承という感じで謝罪した。窓口対応の質の低下

は秘書広報課だけではなかったようだ。 

【21 日のこと―中央公民館長と―】 

3 階で待つことしばし、中央公民館長が汗をかきながら飛んできた。（※前館長の佐伯氏は、2021 年

4 月で他課に異動したので、新館長越中氏である。） 

越中新館長によると、氏が社会許育部長に相談、部長と地域振興課長、産業振興課長（ファーマーズセ

ンター所管）中央公民館長が鳩首会談をしたらしい。その場ではとりあえずチラシ配置は保留にし、榎本

に字句の変更の意志はないかを確認したうえで、今後の対応を考えるということになったようだ。 

館長は、チラシ配置が保留になっていることを連絡しなかったのは申し訳ないと平謝りだった。そし

て、今日は社会教育部長が出張中なので、役所に戻ったら連絡するとのこと。 

納得できる始末ではないが、まずは待つしかないと考え、いったん自宅に引き上げた。 

【21 日のこと―電話で―】 

夕食をとろうかという頃になって、恋焦がれていた社会教育部長から電話が入る。通信の配置保留に引

き続き、これで社会教育部長とは 2 度目のやり取りだ。 

まず、誰と誰が集まり、チラシを保留にした主（ぬし）はだれなのかを訊く。集まったのは中央公民館

長の言っていたとおりの 5 人、配置保留にした最終的な責任者は社会教育部長だということは認めた。 

そのうえで部長はこちらに確認を求めてきた。表記を変える気はないかどうか。もちろんそんな気はな

い。そのことをめぐって、前中央公民館長と行政不服審査請求をしているのだ。 

チラシはそちらで止めたのだから、明日中にあなたの責任で配置してもらいたいと要求した。部長は努

力しますという返事。そのうえで部長は、チラシに文書を添付したいのだが、それはどうかという。 

この時点では「裁判ごっこ」のチラシに対して添付するのかと考えていたので、それは絶対に認められ

ないと返事しておいた。もしこちらが想定していたような文書添付がなされるなら、当該チラシの内容に

介入を許すことになる。 

部長はそれでも文書を添付したいという。こちらは認められないと平行線。 

電話での話し合いはそこまでだった。 

※この電話でのやり取りの中で、対応を全庁的に統一するのなら、窓口も一つにしてほしいと要望して

おいた（個人的には、必ずしもそれを希望するわけではない）。チラシ配置を頼むためには 3 か所か 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 

ミャンマーの民主化が２月の軍事クーデターによって潰えてからすでに 4 ヶ月経つ。日本政府は経済制裁

を課す意志はなく、軍政に加担し、国軍によるミャンマー市民への弾圧と虐殺を許していると見られてい

る。ミャンマー市民や良識的な国際世論からの評価は低い。そして私たち国民もその一端に連なっている。 

このことにかぎらない。スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが入管当局によって「殺された」の

も、ガザで罪もないパレスチナの子どもたちが傷つき、殺されるのも同じことだ。それらを知ったうえで何

もしないのは、黙って見過ごすのと同じことだとの自覚を持ち続けたい。 

 

日本は平和で豊かな民主主義国家だと大多数の日本国民が思っているようだ。ミャンマーのように軍が市

民、国民を傷つけ、拘束し、殺してしまうなどということは絶対に考えられないと誰もが思っているだろ

う。だが、本当にそうか。 

日本には、ミャンマーのように民主主義のために行動する人々がほとんどいないと考えてみよう。街に出

てみんなで道路をふさいで意思表示することもない。選挙には半分ぐらいの人たちが行かないし、行ったと

しても「共産党」（実在する日本共産党のことではなく、象徴として使っている。念のため付け加える。）に

投票することはあまりない。選挙によって現政権がひっくり返り、正反対の政策が実施されるなど全く考え

られない。そのような社会状況のなかで、自衛隊という軍隊が独自の意志をもって動き出す（いわゆる「ク

ーデター」だ）ことなどあるだろうか。 

つまり、日本には軍隊が出動するような緊迫した事態には至らない「民主的な」国家だということだ。政

府への批判も含め、何でも言えるし、どこにでも行ける。金さえあれば何でも買える、そんな「素敵な民主

国家」だとみんな思っている。 

逆説的に言えばこうなる。日本には民主主義はないからクーデターすら起こらない。いっぽうのミャンマ

ーには民主主義が実在しているから、軍隊の暴力的な弾圧の嵐にさらされた。ミャンマーでの事態は、まさ

に裏返しの日本の真実ではないか。遠い国のことではない。我々自身の問題とは考えなくてはならない。 

 

こういえば、次のような反論が必ず返ってくる。日本とミャンマーは経済レベルも安全保障環境も違う。

同じようには比べられない。……そうだろうか。 

今の生活と環境を（つまり、その「快適な」生活環境を）を保ったままで、私やあなたがミャンマーに住

んでいると仮定してみよう。それを失う危険を侵してまで、軍隊を前にして立ち上がるだろうか。もし「Ｎ

Ｏ」ならば、日本でも永遠に立ち上がることはないだろう。 

 

 

ほーだい 
いーたい 

ら 5 か所回らなければならない。これをひとつにまとめてくれれば時間と労力が省ける。もちろん、

各館ごとに仕分けしてチラシを持ち込むのが前提だ。 

【２２日のこと―中央公民館で―】 

翌日 22 日（土）にどのような結果になっているか、中央公民館に行ってみた。 

館長が出てきて、こうなりましたと言ってチラシラックのそばに貼られている用紙を示した。 

当該チラシに対しての掲示ではなく、配置してあるチラシ全体に対して施設管理者が伝える内容になっ

ている（画像データ参照）。チラシが配置してある他の施設についても同様のものが貼ってあるらしい。 

社会教育部長が言っていた内容が初めからこれだったのか、こちらの否認があったからこのような掲示

になったのかは定かではない。 

掲示の内容については異見もあるが、少なくとも前館長のよう 

に硬直的、一方的な対応ではなく、柔軟に対処してくれたことは 

素直に評価したい。 


